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支部の組織建設の目標は 550 人 

北信越第 20 回定期大会開催 
富山県黒部市国際文化センターコラーレにおい

て、9 月 21～22 日の 2 日間にわたり、北信越労職

合同支部第 20 回定期大会が開催され、愛知分会か

ら松原さん・寺川さん・古里さんが代議員として出

席。北信越 6 県から 38 名が参加しました。 

挨拶する石田支部委員長 

 

はじめに支部を代表して石田執行委員長が「第

20 回という節目の大会。19 年前…」と、支部発足

の歴史と、トンネルじん肺根絶訴訟に関しては「北

信越が中心になって行動してきたことを誇りに思

う」と感想を含めて報告されました。続いて部会を

代表して高田副部会長・北信越地方協議会、長野県

本部などから激励と連帯の挨拶がありました。  

その後、支部活動報告・運動方針・会計決算・予

算案などの議案が、橋本書記長から提案され「2023

年度支部の組織建設目標は 550 名」とされました。  

翌日の討論では 7 人の発言があり、分会から寺

川さんが発言しました。最後に石田委員長の「団結

頑張ろう」で終了しました。↓松原さん寺川さん 
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「負けないで頑張る」心強い発言続く 

愛知県本部第 25 回定期大会   
9 月 10 日、名古屋市内労働会館本館において、

第 25 回愛知県本部定期大会が開催されました。今

年はコロナの 5 類移行に伴い、1 日でのスケジュー

ルで行われました。↓挨拶する田村委員長 

 

執行部を代表して、田村執行委員長は異例の物

価高や核の脅威について言及し、「岸田政権下にお

いて平和と労働者の生活が破壊されようとしてい

るなか、建交労は働く仲間の暮らしと権利・命を守

る取り組みを職場や地域に広げていかなければな

らない」と挨拶しました。 

議案の提案では、活動報告、会計決算報告、会計

監査報告、2023 年度の運動方針、そして予算案が

提案されました。 

質疑・討論では、保育パート支部・学童保育支部・

労職愛知分会・近物レックス支部・大宝運輸支部・

関西合同支部尾張分会・女性部・事務協分会・名南

支部・東海ダンプ・東海鉄道本部など、13 人から

職場の厳しい状況や労働争議の報告がありました。  

どの発言にも「今後も負けないよう頑張ってい

く」との決意が述べられ、分会からは古里代議員が

分会の活動とじん肺根絶訴訟の報告、じん肺キャ

ラバンへの協力をお願いしました。↓古里代議員 

 
すべての議案は採択され、分会から推薦した古

里君が県本部書記次長に信任され、最後に田村委

員長の「団結頑張ろう！」で締めくくりました。 
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  みんなのひろば      
庭先にも秋が         百瀬美代子 

  

庭に咲いた白いアマリリスですが、例年 3 月か

ら 7 月頃咲くのに、今年はこの時期に咲いて本当

に珍しいです。紫色の花は、『伊勢花火』と言いま

す。夏から秋に花を咲かせますが、朝早く賑やかに

咲いて夜には萎んでしまいます。 

半田・矢勝川の彼岸花   9/27 現在 

半田は新美南吉生誕の地。『ごんぎつね』の舞台

となった矢勝川に、彼岸花 300 万本が有志によっ

て植えられ、童話の世界そのままの、のどかな風景

が広がっています。見頃を迎えていますが、少し色

あせてきました。彼岸花の色は赤・ピンク・白と 3

色ありました。 

 

支部事務所で学習会 ↓入善の事務所 

 
 

 

10 月の予定 

4~ 6 日 キャラバン 電話相談 

12 日 じん肺キャラバン要請行動 経産省 

13 日 じん肺キャラバン要請行動 愛知 

19 日 じん肺キャラバン要請行動 静岡 

 23∼24 日  じん肺キャラバン東京集結集会 

  
※ 分会第４回会議 １１月１７日（金）13：00～ 

  午前中は会計監査をします。  １１：００～ 
  

 学習を活かし 多くの被害者を救済したい 

北信越入善事務所で学習会 
9 月 6~7 日に北信越労職合同支部入善事務所に

おいて、橋本書記長が講師で学習会が行われ、専従

4 名が参加しました。 

学習会では労災補償制度の歴史的経過やじん肺

法とその診査ハンドブック、じん肺の病理につい

て学びました。歴史的経過では 1923 年の健康保険

法の発布時には、労災の概念が存在しなかったこ

とを知り驚きました。またそのような状態から現

在の労災制度が発展してきた背景に感銘を受けま

した。現在、改悪の危機にあるじん肺診査ハンドブ

ックについても学習し、このハンドブックがじん

肺法の精神の元作られていることや、具体的に粒

状影や不正系陰影がどの程度の量でどの程度の大

きさだと認定になるかということを学びました。 

現在、愛知では労働局が疑問のある決定を下す

ことがありますが、今回の学習で得た知識を武器

に不当な決定とも闘っていきたいです。 

肺の構造についての学習では、粒状影や不整形

陰影など、影の出方と粉じんの関係性について学

びました。 

今回の学習会にて労災職業病支部の専従として

働くうえで基本となる基礎的な病理や法について

学習しました。まだまだ学習が浅く理解できない

箇所もありますが、今回学んだ知識を実際の業務

の中で生かし、一人でも多くの被害者の救済がで

きるよう今後も精進してきたいと思っています。 

             古里 和真 

みなさんへの お 願 い 

☆ 署名・アンケートなどありますが、国会請願 

 署名は 10 日までにポストへ。 

☆ 10 月分までの組合費は 10 月末までに。 

 

       

      

 

 


